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有価証券上場規程の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（新規上場申請手続） 

第３条 （略） 

２ 前項に規定する有価証券上場申請書には、次

の各号に掲げる書類を添付するものとする。 

（１）～（５） （略） 

（６） 上場申請日の属する事業年度の初日以

後に、自己株式取得決議（自己株式の取得に

係る会社法第１５６条第１項（同法第１６３

条及び第１６５条第３項の規定により読み替

えて適用する場合を含む。）の規定による決議

をいう。）、自己株式処分等決議（自己株式の

処分に係る会社法第１９９条第１項の規定に

よる決議（委員会設置会社にあっては、執行

役の決定を含む。）又は会社法第７４９条第１

項第２号、第７５８条第４号若しくは第７６

８条第１項第２号に規定する金銭等として自

己株式を交付する場合における会社法第７９

５条第１項の規定による決議（会社法第７９

６条第１項又は第３項の規定により当該決議

を要しない場合にあっては、吸収合併契約、

吸収分割契約又は株式交換契約の内容につい

ての取締役会決議（委員会設置会社にあって

は、執行役の決定を含む。）を含む。）をいう。）

又は自己株式消却決議（自己株式の消却に係

る会社法第１７８条第２項の規定による決議

（委員会設置会社にあっては、執行役の決定

を含む。）をいう。）を行った場合には、その

議事録の写し（会社法３１９条第１項又は第

３７０条の規定により株主総会又は取締役会

の決議があったものとみなされる場合にあっ

ては、当該場合に該当することを証する書面

を含み、委員会設置会社にあっては、執行役

の決定があったことを証する書面を含む。） 

（新規上場申請手続） 

第３条 （略） 

２ 前項に規定する有価証券上場申請書には、次

の各号に掲げる書類を添付するものとする。 

（１）～（５） （略） 

（６） 上場申請日の属する事業年度の初日以

後に、自己株式取得決議（自己株式の取得に

係る会社法第１５６条第１項（同法第１６５

条第３項の規定により読み替えて適用する場

合を含む。）の規定による決議をいう。）、自己

株式処分等決議（自己株式の処分に係る会社

法第１９９条第１項の規定による決議（委員

会設置会社にあっては、執行役の決定を含

む。）又は会社法第７４９条第１項第２号、第

７５８条第４号若しくは第７６８条第１項第

２号に規定する金銭等として自己株式を交付

する場合における会社法第７９５条第１項の

規定による決議（会社法第７９６条第１項又

は第３項の規定により当該決議を要しない場

合にあっては、吸収合併契約、吸収分割契約

又は株式交換契約の内容についての取締役会

決議（委員会設置会社にあっては、執行役の

決定を含む。）を含む。）をいう。）又は自己株

式消却決議（自己株式の消却に係る会社法第

１７８条第２項の規定による決議（委員会設

置会社にあっては、執行役の決定を含む。）を

いう。）を行った場合には、その議事録の写し

（会社法３１９条第１項又は第３７０条の規

定により株主総会又は取締役会の決議があっ

たものとみなされる場合にあっては、当該場

合に該当することを証する書面を含み、委員

会設置会社にあっては、執行役の決定があっ

たことを証する書面を含む。） 
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ただし、Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場を申請す

る新規上場申請者（以下「Ｑ－Ｂｏａｒｄへ

の新規上場申請者」という。）は、添付を要

しない。 

（６）の２ 本所所定の「反社会的勢力との関

係がないことを示す確認書」 

（７）・（８） （略） 

（８）の２ 新規上場申請者が、上場後におい

て、上場有価証券の発行者の会社情報の適時

開示等に関する規則第１条の２第１項に規定

する投資単位の水準への移行およびその維持

に努める旨を確約した書面 

（９） （略） 

３～９ （略） 

１０ 新規上場申請者が国内の他の証券取引所に

上場されている株券の発行者である場合の第１

項に規定する有価証券上場申請書には、第２項

から第７項までの規定にかかわらず、次の各号

に掲げる書類を添付するものとする。 

（１） 上場申請を決議した取締役会の議事録

の写し（会社法第３７０条の規定により取締

役会の決議があったものとみなされる場合に

にあっては、当該場合に該当することを証す

る書面を含む。） 

（２）～（５） （略） 

（６） 最近１年間における各事業年度の事業

報告書（会社法第４３８条第１項に基づき定

時株主総会に提出された計算書類をいう。）

の写し 

（７） 上場申請日の直前の事業年度に関する

定時株主総会において会社法第１５６条第１

項（同法第１６３条及び第１６５条第３項の

規定により読み替えて適用する場合を含む。）

の規定による決議があった場合には、その議

事録の写し 

 

ただし、Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場を申請す

る新規上場申請者（以下「Ｑ－Ｂｏａｒｄへ

の新規上場申請者」という。）は、添付を要

しない。 

（新設） 

 

（７）・（８） （略） 

（８）の２ 新規上場申請者が、上場後におい

て、上場有価証券の発行者の会社情報の適時

開示等に関する規則第１条の２第１項に規定

する投資単位の引下げに努める旨を確約した

書面 

（９） （略） 

３～９ （略） 

１０ 新規上場申請者が国内の他の証券取引所に

上場されている株券の発行者である場合の第１

項に規定する有価証券上場申請書には、第２項

から第７項までの規定にかかわらず、次の各号

に掲げる書類を添付するものとする。 

（１） 上場申請を決議した取締役会の議事録

の写し 

 

 

 

（２）～（５） （略） 

（６） 最近１年間における各事業年度の事業

報告書（商法第２８３条に基づき定時総会に

提出された書類をいう。）の写し 

 

（７） 上場申請日の直前の決算期に関する定

時株主総会において商法第２１０条の２第２

項又は第２１２条の２第１項の規定による決

議があった場合には、その議事録の写し 
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（コーポレート・ガバナンスに関する報告書） 

第７条の４ 株券又は優先出資証券の上場を申請

する新規上場申請者は、本所が当該株券又は優

先出資証券の上場を承認した場合には、当該新

規上場申請者のコーポレート・ガバナンスに関

する事項について記載した報告書を提出し、当

該報告書（その内容を記載した資料を含む。）

を本所が公衆の縦覧に供することに同意するも

のとする。 

 

（上場市場の変更） 

第１２条の２ （略） 

２・３ （略） 

４ 第３条第２項（第１号、第５号及び第６号の

２から第９号までに限る。）及び第７項の規定は、

前項に規定する「上場市場の変更申請書」に添付

する書類について準用する。この場合において、

これらの規定中「上場申請」とあるのは「上場市

場の変更申請」と、「新規上場申請者」とあるの

は「上場市場変更申請者」と、「有価証券の上場」

とあるのは「上場有価証券の上場市場の変更」と

読み替えるものとする。 

５・６ （略） 

 

付  則 

１ この改正規定は、平成１８年１２月２５日か

ら施行する。 

２ 改正後の第３条及び第１２条の２の規定は、

改正規定施行の日（以下「施行日」という。）

以後申請を行う者から適用する。 

３ 施行日前に優先出資証券の上場申請を行った

新規上場申請者は、改正後の第７条の４に規定

する報告書を平成１９年３月３１日までに（同

日までに本所が上場を承認していない場合は、

本所が上場を承認する日に）本所に提出するも

のとする。この場合において、当該新規上場申

（コーポレート・ガバナンスに関する報告書） 

第７条の４ 株券の上場を申請する新規上場申請

者は、本所が当該株券の上場を承認した場合に

は、当該新規上場申請者のコーポレート・ガバ

ナンスに関する事項について記載した報告書を

提出し、当該報告書（その内容を記載した資料

を含む。）を本所が公衆の縦覧に供することに

同意するものとする。 

 

 

（上場市場の変更） 

第１２条の２ （略） 

２・３ （略） 

４ 第３条第２項（第１号、第５号及び第７号か

ら第９号までに限る。）及び第７項の規定は、前

項に規定する「上場市場の変更申請書」に添付す

る書類について準用する。この場合において、こ

れらの規定中「上場申請」とあるのは「上場市場

の変更申請」と、「新規上場申請者」とあるのは

「上場市場変更申請者」と、「有価証券の上場」

とあるのは「上場有価証券の上場市場の変更」と

読み替えるものとする。 

５・６ （略） 
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請者は、当該報告書（その内容を記載した資料

を含む。）を本所が公衆の縦覧に供することに

同意するものとする。 
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上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（望ましい投資単位の水準への移行及び維持に係

る努力等） 

第１条の２ 上場株券の発行者は、株券の投資単

位が５万円以上５０万円未満となるよう、当該水

準への移行及びその維持に努めるものとする。 

 

２ 本所は、上場株券の最近の投資単位が５０万

円以上である場合であって、本所が必要と認め

るときは、当該発行者に対し前項に規定する水

準へ移行するよう投資単位の引下げを勧告する

ことができる。 

３ （略） 

 

（株式分割等に係る努力等） 

第１条の４ 上場会社は、株式分割等を実施する

場合は、流通市場に混乱をもたらすことのない

よう努めるものとする。 

２ 本所は、上場会社が実施する株式分割等が、

流通市場に混乱をもたらすおそれがあると認め

る場合には、その旨を公表することができる。

 

第２章 会社情報の適時開示等 

 

（会社情報の開示） 

第２条 上場会社は、次の各号のいずれかに該当

する場合（第１号に掲げる事項及び第２号に掲

げる事実にあっては、投資者の投資判断に及ぼ

す影響が軽微なものとして本所が定める基準に

該当するものを除く。）は、直ちにその内容を

開示しなければならない。 

（１） 上場会社の業務執行を決定する機関が、

次に掲げる事項を行うことについての決定を

した場合（当該決定に係る事項を行わないこ

（投資単位の引下げに係る努力等） 

 

第１条の２ 上場株券の発行者は、株券の投資単

位が５０万円未満となるよう、株式分割又は単元

株式数の減少による投資単位の引下げに努める

ものとする。 

２ 本所は、上場株券の最近の投資単位が５０万

円以上である場合であって、本所が必要と認め

るときは、当該発行者に対し株式分割又は単元

株式数の減少による投資単位の引下げを勧告す

ることができる。 

３ （略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 会社情報の適時開示等 

 

（会社情報の開示） 

第２条 上場会社は、次の各号のいずれかに該当

する場合（第１号に掲げる事項及び第２号に掲

げる事実にあっては、投資者の投資判断に及ぼ

す影響が軽微なものとして本所が定める基準に

該当するものを除く。）は、直ちにその内容を

開示しなければならない。 

（１） 上場会社の業務執行を決定する機関が、

次に掲げる事項を行うことについての決定を

した場合（当該決定に係る事項を行わないこ
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とを決定した場合を含む。） 

ａ～ｔ （略） 

ｕ 上場会社又はその子会社の役員又は従業

員に対する新株予約権の発行その他のスト

ック・オプションと認められるものの付与又

は株式の発行 

ｖ～ａｊ （略） 

（２）・（３） （略） 

（４） 当該上場会社の売上高、営業利益、経

常利益若しくは純利益又は当該上場会社の属

する企業集団の売上高、営業利益、経常利益

若しくは純利益について、公表がされた直近

の予想値（当該予想値がない場合は、公表が

された前事業年度又は前連結会計年度の実績

値）に比較して当該上場会社が新たに算出し

た予想値又は当事業年度若しくは当連結会計

年度の決算において差異（投資者の投資判断

に及ぼす影響が重要なものとして本所が定め

る基準に該当するものに限る。）が生じた場

合 

（５） （略） 

２ 上場会社は、その子会社が次の各号のいずれ

かに該当する場合（第１号に掲げる事項及び第

２号に掲げる事実にあっては投資者の投資判断

に及ぼす影響が軽微なものとして本所が定める

基準に該当するものを、第２号の２ａに定める

法第１６６条第２項第５号に掲げる事項及び第

２号の２ｂに定める法第１６６条第２項第６号

に掲げる事実にあっては投資者の投資判断に及

ぼす影響が軽微なものとして会社関係者等の特

定有価証券等の取引規制に関する内閣府令（平

成元年大蔵省令第１０号。以下この項において

「取引規制府令」という。）で定める基準に該

当するものを除く。）は、直ちにその内容を開

示しなければならない。 

（１）～（２）の２ （略） 

とを決定した場合を含む。） 

ａ～ｔ （略） 

ｕ 上場会社又はその子会社の役員又は従業

員に対する新株予約権の発行その他のスト

ック・オプションと認められるものの付与 

 

ｖ～ａｊ （略） 

（２）・（３） （略） 

（４） 当該上場会社の売上高、経常利益若し

くは純利益又は当該上場会社の属する企業集

団の売上高、経常利益若しくは純利益につい

て、公表がされた直近の予想値（当該予想値

がない場合は、公表がされた前事業年度又は

前連結会計年度の実績値）に比較して当該上

場会社が新たに算出した予想値又は当事業年

度若しくは当連結会計年度の決算において差

異（投資者の投資判断に及ぼす影響が重要な

ものとして本所が定める基準に該当するもの

に限る。）が生じた場合 

 

（５） （略） 

２ 上場会社は、その子会社が次の各号のいずれ

かに該当する場合（第１号に掲げる事項及び第

２号に掲げる事実にあっては投資者の投資判断

に及ぼす影響が軽微なものとして本所が定める

基準に該当するものを、第２号の２ａに定める

法第１６６条第２項第５号に掲げる事項及び第

２号の２ｂに定める法第１６６条第２項第６号

に掲げる事実にあっては投資者の投資判断に及

ぼす影響が軽微なものとして会社関係者等の特

定有価証券等の取引規制に関する内閣府令（平

成元年大蔵省令第１０号。以下この項において

「取引規制府令」という。）で定める基準に該

当するものを除く。）は、直ちにその内容を開

示しなければならない。 

（１）～（２）の２ （略） 
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（３） 上場会社の子会社（施行令第２７条の

２各号に掲げる有価証券の発行者及び連動子

会社に限る。）の売上高、営業利益、経常利

益又は純利益について、公表がされた直近の

予想値（当該予想値がない場合は、公表がさ

れた前事業年度の実績値）に比較して当該上

場会社の子会社が新たに算出した予想値又は

当事業年度の決算において差異（投資者の投

資判断に及ぼす影響が重要なものとして本所

が定める基準に該当するものに限る。）が生

じた場合 

３～７ （略） 

８ 上場株券の発行者は、上場株券の最近の投資

単位が５０万円以上である場合には、事業年度

経過後３か月以内に、第１条の２第１項に規定

する水準へ移行するための当該発行者の投資単

位の引下げに関する考え方及び方針等を開示し

なければならない。 

９ 親会社等（親会社及び上場会社が他の会社の

関連会社である場合における当該他の会社をい

うものとする。以下この項において同じ。）を

有する上場会社は、事業年度経過後３か月以内

に、本所が定める親会社等に関する事項を開示

しなければならない。 

 

 

（コーポレート・ガバナンスに関する報告書） 

第４条の５ 上場会社は、有価証券上場規程第７

条の４に規定する報告書の内容に変更が生じた

場合には、遅滞なく当該変更内容について記載

した書面を提出するものとする。この場合にお

いて、当該上場会社は、当該書面（その内容を

記載した資料を含む。）を本所が公衆の縦覧に

供することに同意するものとする。 

２ 前項前段の場合において、当該変更の内容が

本所が定める事項に関するものであるときに

（３） 上場会社の子会社（施行令第２７条の

２各号に掲げる有価証券の発行者及び連動子

会社に限る。）の売上高、経常利益又は純利

益について、公表がされた直近の予想値（当

該予想値がない場合は、公表がされた前事業

年度の実績値）に比較して当該上場会社の子

会社が新たに算出した予想値又は当事業年度

の決算において差異（投資者の投資判断に及

ぼす影響が重要なものとして本所が定める基

準に該当するものに限る。）が生じた場合 

 

３～７ （略） 

８ 上場株券の発行者は、上場株券の最近の投資

単位が５０万円以上である場合には、第１項第

３号の規定に基づき事業年度に係る決算の内容

を開示するときに、当該発行者の投資単位の引

下げに関する考え方及び方針等について、併せ

て開示しなければならない。 

９ 親会社等（親会社及び上場会社が他の会社の

関連会社である場合における当該他の会社をい

うものとする。以下この項において同じ。）を

有する上場会社は、第１項第３号の規定に基づ

き事業年度に係る決算の内容を開示する場合

は、速やかに本所が定める親会社等に関する事

項を開示しなければならない。 

 

（コーポレート・ガバナンスに関する報告書） 

第４条の５ 上場株券の発行者は、有価証券上場

規程第７条の４に規定する報告書の内容に変更

が生じた場合には、遅滞なく当該変更内容につ

いて記載した書面を提出するものとする。この

場合において、当該発行者は、当該書面（その

内容を記載した資料を含む。）を本所が公衆の

縦覧に供することに同意するものとする。 

２ 前項前段の場合において、当該変更の内容が

本所が定める事項に関するものであるときに
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は、変更が生じた後最初に到来する定時株主総

会の日以後遅滞なく当該変更内容について記載

した書面の提出を行うことができるものとす

る。 

 

第４章 改善報告書の提出等 

 

（第２章に係る改善報告書の提出） 

第１４条 本所は、上場有価証券の発行者が第２

章の規定に基づく会社情報の適時開示等を適正

に行わなかった場合において、改善の必要性が

高いと認めるときは、当該発行者に対して、そ

の経緯及び改善措置を記載した報告書（以下「改

善報告書」という。）の提出を求めることがで

きる。 

２ 本所は、前項の規定により提出された改善報

告書の内容が明らかに不十分であると認める場

合には、当該発行者に対してその変更を要請し、

当該改善報告書の再提出を求めることができ

る。 

３ 上場有価証券の発行者は、前２項の規定によ

り改善報告書の提出を求められた場合は、速や

かに当該改善報告書の提出を行わなければなら

ない。 

４ 本所は、上場有価証券の発行者が前項の規定

により改善報告書を本所に提出した場合は、当

該改善報告書を公衆の縦覧に供するものとす

る。 

 

（改善状況報告書等の提出） 

第１４条の２ 前条第３項（第７項において準用

する場合を含む。以下この条において同じ。）

の規定により改善報告書を提出した上場有価証

券の発行者は、当該改善報告書の提出から６か

月経過後速やかに、改善措置の実施状況及び運

用状況を記載した報告書（以下「改善状況報告

は、変更が生じた後最初に到来する定時株主総

会の招集日後遅滞なく当該変更内容について記

載した書面の提出を行うことができるものとす

る。 

 

第４章 改善報告書の提出 

 

（第２章に係る改善報告書の提出） 

第１４条 本所は、上場有価証券の発行者が第２

章の規定に基づく会社情報の適時開示等を適正

に行わなかった場合において、改善の必要性が

高いと認めるときは、当該発行者に対して、そ

の経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を

求めることができる。 

 

２ 本所は、前項の規定により提出された報告書

の内容が明らかに不十分であると認める場合に

は、当該発行者に対してその変更を要請し、当

該報告書の再提出を求めることができる。 

 

３ 上場有価証券の発行者は、前２項の規定によ

り報告書の提出を求められた場合は、速やかに

当該報告書の提出を行わなければならない。 

 

４ 本所は、上場有価証券の発行者が前項の規定

により報告書を本所に提出した場合は、当該報

告書を公衆の縦覧に供するものとする。 

 

 

（新設） 
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書」という。）の提出を行わなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、本所は、前条第３

項の規定により改善報告書を提出した上場有価

証券の発行者に対して、当該改善報告書の提出

から５年が経過するまでの間、当該発行者の改

善措置の実施状況及び運用状況に関し本所が必

要と認めるときは、改善状況報告書の提出を求

めることができる。 

３ 上場有価証券の発行者は、前項の規定により

改善状況報告書の提出を求められた場合は、速

やかに当該改善状況報告書の提出を行わなけれ

ばならない。 

４ 本所は、上場有価証券の発行者が第１項又は

前項の規定により改善状況報告書を本所に提出

した場合は、当該改善状況報告書を公衆の縦覧

に供するものとする。 

５ 前条第３項の規定により改善報告書を提出し

た上場有価証券の発行者は、当該発行者の改善

措置の実施状況及び運用状況に関し本所が必要

と認めて照会を行った場合には、直ちに照会事

項について正確に報告するものとする。 

６ 本所は、次の各号に掲げる場合には、当該発

行者に対して改善報告書の提出を求めることが

できる。 

（１） 第１項又は第３項に規定する改善状況

報告書を速やかに提出しない場合において、

本所が相当の期間を設けて定める提出期限ま

でに提出しないとき。 

（２） 第１項又は第３項の規定により提出さ

れた改善状況報告書の内容が明らかに不十分

であると本所が認める場合 

（３） 前項の規定に基づく報告を適正に行わ

なかった場合において、改善の必要性が高い

と認めるとき。 

７ 前条第２項から第４項までの規定は、前項の

改善報告書について準用する。 
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（第３章に係る改善報告書の提出） 

第１５条 （略） 

２ 第１４条第２項及び第３項の規定は、前項の

報告書について準用する。 

 

（虚偽記載に関する注意勧告） 

第１６条 本所は、上場会社が有価証券報告書等

に「虚偽記載」を行った場合には、当該上場会

社に対して注意勧告を行うことができる。 

２ 前項の注意勧告を行った場合には、本所はそ

の旨を公表するものとする。 

 

 

付  則 

１ この改正規定は、平成１８年１２月２５日か

らの施行する。 

２ 改正後の第２条第１項第４項の規定は、上場

会社の営業利益又は当該会社の属する企業集団

の営業利益について、平成１９年３月１日以後

最初に終了する事業年度又は連結会計年度（同

日以後に中間会計期間又は中間連結会計期間の

末日が先に到来する場合にあっては、当該中間

会計期間又は中間連結会計期間）に係る決算の

内容を開示した日以降に公表がされた予想値

（当該予想値がない場合は、直近に公表がされ

た実績値）に比較して、当該上場会社が新たに

算出した予想値又は当該事業年度の翌事業年度

若しくは当該連結会計年度の翌連結会計年度

（平成１９年３月１日以後に中間会計期間又は

中間連結会計期間の末日が先に到来する場合に

あっては、同日以後終了する事業年度又は連結

会計年度）の決算において差異が生じた場合か

ら適用する。 

３ 改正後の第２条第２項第３号の規定は、上場

会社の子会社の営業利益又は当該子会社の属す

 

（第３章に係る改善報告書の提出） 

第１５条 （略） 

２ 前条第２項及び第３項の規定は、前項の場合

に準用する。 

 

（新設） 
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る企業集団の営業利益について、平成１９年３

月１日以後最初に終了する事業年度又は連結会

計年度（同日以後に中間会計期間又は中間連結

会計期間の末日が先に到来する場合にあって

は、当該中間会計期間又は中間連結会計期間）

に係る決算の内容を開示した日以降に公表がさ

れた予想値（当該予想値がない場合は、直近に

公表がされた実績値）に比較して、当該子会社

が新たに算出した予想値又は当該事業年度の翌

事業年度若しくは当該連結会計年度の翌連結会

計年度（平成１９年３月１日以後に中間会計期

間又は中間連結会計期間の末日が先に到来する

場合にあって、同日以後終了する事業年度若し

くは連結会計年度）の決算において差異が生じ

た場合から適用する。 

４ 改正後の第２条第８項及び第９項の規定は、

平成１９年３月１日以後終了する事業年度の会

社から適用する。 

５ 改正後の第１４条の２の規定は、この改正規

定施行の日以後に第１４条第１項又は第２項の

規定に基づき、本所より改善報告書の提出を求

められた上場有価証券の発行者から適用する。 
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不動産投資信託証券に関する有価証券上場規程の特例の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（上場申請） 

第３条 （略） 

２ 不動産投資信託証券の上場を申請しようとす

る者は、次の各号に掲げる上場申請銘柄の区分

に従い、当該各号に定める書類を提出するもの

とする。 

（１） 委託者指図型投資信託の受益証券 

次に掲げる書類 

ａ～ｆ （略） 

ｇ 本所所定の「反社会的勢力との関係がな

いことを示す確認書」 

ｈ 幹事会員が作成した本所所定の確認書 

 

ｉ （略） 

（２） 委託者非指図型投資信託の受益証券 

前号ａからｉまでに掲げる書類 

（３） 投資証券 

次に掲げる書類。ただし、第４条第２項第

１号又は第３号の規定の適用を受ける場合に

は第１号ｃに掲げる書類の提出を要しないも

のとし、第４条第２項第２号の規定の適用を

受ける場合には第１号ｃからｅまでに掲げる

書類の提出を要しないものとする。 

ａ 第１号ａからｈまでに掲げる書類 

ｂ～ｄ （略） 

３～８ （略） 

 

（決定事項等に係る通知及び書類の提出等） 

第１１条 （略） 

２ （略） 

３ 上場不動産投資信託証券の発行者は、次の各

号に掲げる上場不動産投資信託証券の区分に従

い当該各号に定める場合に該当したときには、

（上場申請） 

第３条 （略） 

２ 不動産投資信託証券の上場を申請しようとす

る者は、次の各号に掲げる上場申請銘柄の区分

に従い、当該各号に定める書類を提出するもの

とする。 

（１） 委託者指図型投資信託の受益証券 

次に掲げる書類 

ａ～ｆ （略） 

（新設） 

 

（新設） 

 

ｇ （略） 

（２） 委託者非指図型投資信託の受益証券 

前号ａからｇまでに掲げる書類 

（３） 投資証券 

次に掲げる書類。ただし、第４条第２項第

１号又は第３号の規定の適用を受ける場合に

は第１号ｃに掲げる書類の提出を要しないも

のとし、第４条第２項第２号の規定の適用を

受ける場合には第１号ｃからｅまでに掲げる

書類の提出を要しないものとする。 

ａ 第１号ａからｆまでに掲げる書類 

ｂ～ｄ （略） 

３～８ （略） 

 

（決定事項等に係る通知及び書類の提出等） 

第１１条 （略） 

２ （略） 

３ 上場不動産投資信託証券の発行者は、次の各

号に掲げる上場不動産投資信託証券の区分に従

い当該各号に定める場合に該当したときには、
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直ちに本所に通知するとともに、本所が別に定

めるところに従い、書類の提出を行うものとす

る。 

（１） 委託者指図型投資信託の受益証券 

第９条第１項第１号（ａ及びｃを除く。）

又は第２項（第１号を除く。）に該当した場

合 

（２） 委託者非指図型投資信託の受益証券 

第９条第１項第２号（ａを除く。）又は第

２項（第１号を除く。）に該当した場合 

（３） 投資証券 

第９条第１項第３号（ａ及びｃを除く）又

は第２項（第１号を除く。）に該当した場合 

４～７ （略） 

 

 

付  則 

 この改正規定は、平成１８年１２月２５日から

施行し、施行の際現に上場申請を行っている不動

産投資信託証券から適用する。 

 

直ちに本所に通知するとともに、本所が別に定

めるところに従い、書類の提出を行うものとす

る。 

（１） 委託者指図型投資信託の受益証券 

前条第１項第１号（ａ及びｃを除く。）又

は第２項（第１号を除く。）に該当した場合 

 

（２） 委託者非指図型投資信託の受益証券 

前条第１項第２号（ａを除く。）又は第２

項（第１号を除く。）に該当した場合 

（３） 投資証券 

前条第１項第３号（ａ及びｃを除く）又は

第２項（第１号を除く。）に該当した場合 

４～７ （略） 
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業務規程施行規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（売買の停止） 

第２１条 規程第２８条の規定により行う売

買の停止は、次の各号に定めるところによ

る。 

 （１） 規程第２８条第１号に掲げる場合の当

該株券の売買の停止は、原則として、当該併

合又は分割等の効力発生の日の４日前の日か

ら当該併合又は分割等の効力発生の日の前日

までとする。 

  

（２）～（４） （略） 

 
 

付  則 
 この改正規定は、平成１８年１２月２５日から

施行する。 

（売買の停止） 

第２１条 規程第２８条の規定により行う売

買の停止は、次の各号に定めるところによ

る。 

 （１） 規程第２８条第１号に掲げる場合の当

該株券の売買の停止は、原則として、株券提

出期間満了の日の３日前の日（株券提出期間

満了の日が休業日に当たるときは、当該日の

４日前の日）から当該併合又は分割等の効力

発生の日の前日までとする。 

 （２）～（４） （略） 
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監理ポスト及び整理ポストに関する規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（監理ポスト、整理ポストへの割当て） 
第３条 監理ポスト又は整理ポストへの割当て

は、次の各号に定めるところによる。 
（１） 株券（優先株、投資信託受益証券及び

投資証券を除く。以下同じ。）については、

次のとおりとする。 
ａ 監理ポストへの割当て 
  上場株券が次のいずれかに該当する場合

には、当該株券を監理ポストに割り当てる。

（ａ）～（ｉ） （略） 
（ｊ） 上場会社が株券上場廃止基準第２

条第１１号ａ前段又は同号ｂ前段（同基

準第２条の２第４号の規定による場合を

含む。）に該当する場合（これらに該当

すると認められる相当の事由があると本

所が認める場合を含む。）。ただし、同

基準第２条第１１号 a 後段又は同号ｂ後

段に該当しないことが明らかであるとき

は、この限りでない。  

（監理ポスト、整理ポストへの割当て） 
第３条 監理ポスト又は整理ポストへの割当て

は、次の各号に定めるところによる。 
（１） 株券（優先株、投資信託受益証券及び

投資証券を除く。以下同じ。）については、

次のとおりとする。 
ａ 監理ポストへの割当て 
  上場株券が次のいずれかに該当する場合

には、当該株券を監理ポストに割り当てる。

（ａ）～（ｉ） （略） 
（ｊ） 上場会社が株券上場廃止基準第２

条第１１号ａ前段若しくは同号ｂ前段

（同基準第２条の２第４号の規定による

場合を含む。）に該当する場合又はこれ

らに該当すると認められる相当の事由が

あると本所が認める場合 
 

（ｋ）～（ｎ） （略） 
ｂ （略） 

（２）～（４） （略） 

（ｋ）～（ｎ） （略） 
ｂ （略） 

（２）～（４） （略） 
  
 

付  則 
 この改正規定は、平成１８年１２月２５日から

施行する。 
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上場会社が他の上場会社等を吸収合併する場合等における上場日の取扱いの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

 次の各号に掲げる株券（優先出資証券を含む。

以下同じ。）の上場日は、当該各号に定める日と

する。ただし、上場申請の時期等により当該日に

上場することが不可能又は困難であるときは、こ

の限りでない。 

（第１号、第３号又は第６号に定める株券につい

ては、有価証券上場規程に関する取扱い要領１４.

（２）の規定は適用しない。） 

（１） 上場会社が他の上場会社又は国内の他

の証券取引所に株券が上場されている非上場

会社（以下「他の上場会社等」という。）を

吸収合併することにより発行する株券 

吸収合併がその効力を生ずる日 

（２） 株券上場審査基準第４条第３項第１号

又は第６条第２項第１号の規定により上場さ

れる株券 

吸収合併又は新設合併がその効力を生ずる

日 

 

 

 

 

（３） 上場会社が他の上場会社等を完全子会

社とする株式交換を行うことにより発行する

株券 

株式交換がその効力を生ずる日 

（４） （略） 

（５） 上場会社が株式移転により他の会社の

完全子会社となる場合において株券上場審査

基準第４条第３項第２号又は第６条第２項第

２号の規定により上場される当該他の会社の

株券 

株式移転がその効力を生ずる日 

 次の各号に掲げる株券（優先出資証券を含む。

以下同じ。）の上場日は、当該各号に定める日と

する。ただし、上場申請の時期等により当該日に

上場することが不可能又は困難であるときは、こ

の限りでない。 

（第１号、第３号又は第６号に定める株券につい

ては、有価証券上場規程に関する取扱い要領１４.

（２）の規定は適用しない。） 

（１） 上場会社が他の上場会社又は国内の他

の証券取引所に株券が上場されている非上場

会社（以下「他の上場会社等」という。）を

吸収合併することにより発行する株券 

合併期日。 

（２） 株券上場審査基準第４条第３項第１号

又は第６条第２項第１号の規定により上場さ

れる株券 

前号に定める日。ただし、新設合併の場合

において、合併期日から起算して４日目（休

業日を除外する。以下日数計算について同

じ。）の日以後に合併の登記を行う場合は、

合併登記日の２日前（休業日を除外する。以

下同じ。）の日 

（３） 上場会社が他の上場会社等を完全子会

社とする株式交換を行うことにより発行する

株券 

株式交換の日 

（４） （略） 

（５） 上場会社が株式移転により他の会社の

完全子会社となる場合において株券上場審査

基準第４条第３項第２号又は第６条第２項第

２号の規定により上場される当該他の会社の

株券 

株式移転期日。ただし、株式移転期日から
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（６） 上場会社が他の上場会社等から事業を

承継する人的分割に伴い発行する株券 

吸収分割がその効力を生ずる日 

（７） 上場会社が人的分割である新設分割に

より会社を設立する場合又は人的分割である

吸収分割により他の会社に事業を承継させる

場合においてその分割前の上場申請又は株券

上場審査基準第４条第３項第３号若しくは第

６条第２項第３号の規定により上場される当

該設立された会社又は事業を承継した会社の

株券 

新設分割がその効力を生ずる日 

 

 

 

 

 

付  則 

１ この改正規定は、平成１８年１２月２５日か

ら施行する。 

２ 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律（平成１７年法律第８７号）第１０５条

の規定によりなお従前の例によるとされた合

併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移

転に伴う上場日の取扱いについては、なお従前

の例による。 

 

起算して４日目の日以後に株式移転の登記を

行う場合は、株式移転登記日の２日前の日 

（６） 上場会社が他の上場会社等から事業を

承継する人的分割に伴い発行する株券 

分割期日 

（７） 上場会社が人的分割である新設分割に

より会社を設立する場合又は人的分割である

吸収分割により他の会社に事業を承継させる

場合においてその分割前の上場申請又は株券

上場審査基準第４条第３項第３号若しくは第

６条第２項第３号の規定により上場される当

該設立された会社又は営業を承継した会社の

株券 

前号に定める日。ただし、新設分割の場合

において、分割期日から起算して４日目の日

以後に分割の登記を行う場合は、分割登記日

の２日前の日 
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上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱いの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

１．第１条の２（望ましい投資単位の水準への移

行及び維持に係る努力等）第２項関係 

（１）・（２） （略） 

 

１．の２の２ 第１条の４（株式分割等に係る努

力等）関係 

（１） 第１項に規定する「株式分割等」とは、

株式分割、株式無償割当て、新株予約権無償

割当て、株式併合又は単元株式数の変更をい

う。 

（２） 第２項に規定する「流通市場への混乱

をもたらすおそれがある」かどうかの認定に

ついては、株式分割等の比率、株式分割等実

施後の投資単位その他の株式分割等の態様等

を総合的に勘案して行うものとする。 

 

１．の３ 第２条（会社情報の開示）第１項関係

（１）～（３） （略） 

（４） 第４号に規定する投資者の投資判断に

及ぼす影響が重要なものとして本所が定める

基準は、次のａからｆまでに掲げる区分に応

じ当該ａからｆまでに掲げることとする。 

ａ （略） 

ａの２ 営業利益 

  新たに算出した予想値又は当事業年度の

決算における数値を公表がされた直近の予

想値（当該予想値がない場合は、公表がさ

れた前事業年度の実績値）で除して得た数

値が１．３以上又は０．７以下（公表がさ

れた直近の予想値又は当該予想値がない場

合における公表がされた前事業年度の実績

値がゼロの場合はすべてこの基準に該当す

ることとする。）であること。 

１．第１条の２（投資単位の引下げに係る努力等）

第２項関係 

（１）・（２） （略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．の３ 第２条（会社情報の開示）第１項関係

（１）～（３） （略） 

（４） 第４号に規定する投資者の投資判断に

及ぼす影響が重要なものとして本所が定める

基準は、次のａからｆまでに掲げる区分に応

じ当該ａからｆまでに掲げることとする。 

ａ （略） 

（新設） 
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ｂ～ｄ （略） 

ｄの２ 企業集団の営業利益 

  新たに算出した予想値又は当連結会計年

度の決算における数値を公表がされた直近

の予想値（当該予想値がない場合は、公表

がされた前連結会計年度の実績値）で除し

て得た数値が１．３以上又は０．７以下（公

表がされた直近の予想値又は当該予想値が

ない場合における公表がされた前連結会計

年度の実績値がゼロの場合はすべてこの基

準に該当することとする。）であること。

ｅ・ｆ （略） 

 

２．第２条（会社情報の開示）第２項関係 

（１）・（２） （略） 

（３） 第３号に規定する投資者の投資判断に

及ぼす影響が重要なものとして本所が定める

基準は、次のａからｃまでに掲げる区分に応

じ当該ａからｃまでに掲げることとする。 

ａ （略） 

ａの２ 営業利益 

  新たに算出した予想値又は当事業年度の

決算における数値を公表がされた直近の予

想値（当該予想値がない場合は、公表がさ

れた前事業年度の実績値）で除して得た数

値が１．３以上又は０．７以下（公表がさ

れた直近の予想値又は当該予想値がない場

合における公表がされた前事業年度の実績

値がゼロの場合はすべてこの基準に該当す

ることとする。）であること。 

ｂ・ｃ （略） 

 

１５．第１６条（虚偽記載に関する注意勧告）関

係 

株券上場審査基準の取扱い２．（７）ａ（虚

偽記載）の規定は、第１６条の場合に準用する。

ｂ～ｄ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅ・ｆ （略） 

 

２．第２条（会社情報の開示）第２項関係 

（１）・（２） （略） 

（３） 第３号に規定する投資者の投資判断に

及ぼす影響が重要なものとして本所が定める

基準は、次のａからｃまでに掲げる区分に応

じ当該ａからｃまでに掲げることとする。 

ａ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ・ｃ （略） 

 

（新設） 
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付  則 

この改正規定は、平成１８年１２月２５日から

施行する。 
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株券上場廃止基準の取扱いの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

１．第２条（上場廃止基準）関係 

（１）～（７） （略） 

（８） 事業活動の停止 

ａ （略） 

ｂ 第８号に規定する「これに準ずる状態に

なった場合」には、上場会社が合併又はそ

の他の事由により解散する場合を含むもの

とする。この場合において、次の（ａ）か

ら（ｃ）までに掲げる日に同号に該当する

ものとして取り扱う。 

（ａ） 上場会社が、合併により解散する

場合のうち、合併に際して上場会社の株

主に対してその株式に代わる財産の全部

又は一部として次のいずれかに該当する

株券を交付する場合は、原則として、合

併がその効力を生ずる日の４日前（休業

日を除外する。以下日数計算について同

じ。）の日 

イ 本所の上場株券 

 

 

ロ 株券上場審査基準第４条第３項第１

号又は第６条第２項第１号の規定の適

用を受け、同基準第４条第３項第１号

又は第６条第２項第１号に規定する会

社が発行者である株券が速やかに上場

される見込みのある場合における当該

株券 

（ｂ） （略） 

（ｃ） 上場会社が、（ａ）及び前（ｂ）

に規定する事由以外の事由により解散す

る場合（前（７）ｂの（ｂ）の規定の適

用を受ける場合を除く。）は、当該上場

１．第２条（上場廃止基準）関係 

（１）～（７） （略） 

（８） 事業活動の停止 

ａ （略） 

ｂ 第８号に規定する「これに準ずる状態に

なった場合」には、上場会社が合併又はそ

の他の事由により解散する場合を含むもの

とする。この場合において、次の（ａ）か

ら（ｃ）までに掲げる日に同号に該当する

ものとして取り扱う。 

（ａ） 上場会社が、合併により解散する

場合のうち、次のいずれかに該当する場

合は、原則として合併に係る株券提出期

間満了の日の３日前（休業日を除外する。

以下日数計算について同じ。）の日（株

券提出期間満了の日が休業日に当たる場

合には、株券提出期間満了の日の４日前

の日） 

イ 他の上場会社（既に国内の他の証券

取引所の上場会社となっている非上場

会社を含む。）に吸収合併される場合

ロ 株券上場審査基準第４条第３項第１

号又は第６条第２項第１号の規定の適

用を受け、同基準第４条第３項第１号

又は第６条第２項第１号に規定する会

社が発行者である株券が速やかに上場

される見込みのある場合 

 

（ｂ） （略） 

（ｃ） 上場会社が、（ａ）及び前（ｂ）

に規定する事由以外の事由により解散す

る場合（前（６）ｂの（ｂ）の規定の適

用を受ける場合を除く。）は、当該上場
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会社から当該解散の原因となる事由が発

生した旨の書面による報告を受けた日 

（９）・（１０） （略） 

（１１） 上場契約違反等 

第１２号に規定する「上場契約について重

大な違反を行った場合」には、次に掲げる場

合を含むものとする。 

ａ 上場会社が、上場有価証券の発行者の会

社情報の適時開示等に関する規則第３条の

２第２項に規定する書面又は同規則第１４

条第３項（同規則第１４条の２第７項で準

用する場合を含む。）に規定する改善報告

書の提出を速やかに行わない場合におい

て、本所が相当の期間を設けて新たに提出

期限を定め、次に掲げる事項を書面により

当該上場会社に対して通知したにもかかわ

らず、なお当該改善報告書を当該提出期限

までに提出しないとき。 

（ａ） 上場有価証券の発行者の会社情報

の適時開示等に関する規則第３条の２第

２項に規定する書面又は同規則第１４条

第３項（同規則第１４条の２第７項で準

用する場合を含む。）に規定する改善報

告書を提出しない場合には、第１２号に

該当することとなること。 

（ｂ）・（ｃ） （略） 

ｂ 本所が上場有価証券の発行者の会社情報

の適時開示等に関する規則第１４条第１項

又は同規則第１４条の２第６項の規定によ

り上場会社に対して改善報告書の提出を求

めることが必要と認めた場合で、当該上場

会社が過去５年以内に同項に規定する改善

報告書を２回提出しているとき。 

ｃ ａ又は前ｂのほか、本所が、上場有価証

券の発行者の会社情報の適時開示等に関す

る規則第１４条第１項又は同規則第１４条

会社から当該解散の原因となる事由が発

生した旨の書面による報告を受けた日 

（９）・（１０） （略） 

（１１） 上場契約違反等 

第１２号に規定する「上場契約について重

大な違反を行った場合」には、次に掲げる場

合を含むものとする。 

ａ 上場会社が、上場有価証券の発行者の会

社情報の適時開示等に関する規則第３条の

２第２項に規定する書面又は同規則第１４

条第３項に規定する報告書の提出を速やか

に行わない場合において、本所が相当の期

間を設けて新たに提出期限を定め、次に掲

げる事項を書面により当該上場会社に対し

て通知したにもかかわらず、なお当該報告

書を当該提出期限までに提出しないとき。

 

 

（ａ） 上場有価証券の発行者の会社情報

の適時開示等に関する規則第３条の２第

２項に規定する書面又は同規則第１４条

第３項に規定する報告書を提出しない場

合には、第１２号に該当することとなる

こと。 

 

（ｂ）・（ｃ） （略） 

ｂ 本所が上場有価証券の発行者の会社情報

の適時開示等に関する規則第１４条第１項

の規定により上場会社に対して報告書の提

出を求めることが必要と認めた場合で、当

該上場会社が過去５年以内に同項に規定す

る報告書を２回提出しているとき。 

 

ｃ ａ又は前ｂのほか、本所が、上場有価証

券の発行者の会社情報の適時開示等に関す

る規則第１４条第１項の規定により報告書
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の２第６項の規定により改善報告書の提出

を求めたにもかかわらず、会社情報の開示

の状況等が改善される見込みがないと認め

る場合 

（１２） （略） 

（１３） 完全子会社化 

第１５号に該当する日は、次のａ又はｂに

定めるところによる。 

ａ 株式交換又は株式移転に際して上場会社

の株主に対してその株式に代わる財産の全

部又は一部として次のいずれかに該当する

株券を交付する場合は、原則として、株式

交換又は株式移転がその効力を生ずる日の

４日前の日 

（ａ） 本所の上場株券 

 

（ｂ） 株券上場審査基準第４条第３項第

２号又は第６条第２項第２号の規定の適

用を受け、同各号に規定する会社が発行

者である株券が速やかに上場される見込

みのある場合における当該株券 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

ｂ （略） 

（１４） （略） 

（１５） 全部取得 

第１８号に該当する日は、次のａ又はｂに

定めるところによる。 

ａ 株式の取得と引換えに他の株式が交付さ

れる場合であって、有価証券上場規程第１

の提出を求めたにもかかわらず、会社情報

の開示の状況が改善される見込みがないと

認める場合 

 

（１２） （略） 

（１３） 完全子会社化 

第１５号に該当する日は、次のａ又はｂに

定めるところによる。 

ａ 次のいずれかに該当する場合は、原則と

して、株式交換又は株式移転に係る株券提

出期間満了の日の３日前の日（株券提出期

間満了の日が休業日に当たる場合には、株

券提出期間満了の日の４日前の日） 

 

（ａ） 上場会社が他の上場会社を完全親

会社とする株式交換を行う場合 

（ｂ） 上場会社が非上場会社を完全親会

社とする株式交換を行う場合であって、

株券上場審査基準第４条第３項第２号又

は第６条第２項第２号の規定の適用を受

け、当該非上場会社が発行者である株券

が速やかに上場される見込みのあると

き。 

（ｃ） 上場会社が株式移転を行う場合で

あって、株券上場審査基準第４条第３項

第２号又は第６条第２項第２号の規定の

適用を受け、当該株式移転により設立さ

れる会社が発行者である株券が速やかに

上場される見込みのあるとき。 

ｂ （略） 

（１４） （略） 

（１５） 全部取得 

第１８号に該当する日は、次のａ又はｂに

定めるところによる。 

ａ 株式の取得と引換えに他の株式が交付さ

れる場合であって、有価証券上場規程第１
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０条の規定の適用を受け、当該株式に係る

株券が速やかに上場される見込みのあると

きは、原則として、株式の取得がその効力

を生ずる日の４日前の日 

 

 

ｂ （略） 

 

４．第４条（上場廃止前の取扱い）関係 

（１） 「本所が必要であると認めた時」の取

扱い 

第２条の各号又は第２条の２の各号に該当

することとなった銘柄は、原則として｢本所が

必要であると認めた｣ものとして取り扱う。た

だし、次のａからｅまでに該当する銘柄につ

いては、当該ａからｅまでに定めるところに

従って上場廃止する。 

ａ 第２条第８号（第２条の２第４号による

場合を含む。）のうち、本取扱い１．（８）

ｂの（ａ）に規定する合併による解散の場

合に該当する銘柄 

原則として、合併がその効力を生ずる日

の４日前の日に上場廃止する。 

 

 

ｂ （略） 

ｃ 第２条第１５号（第２条の２第４号によ

る場合を含む。）のうち、本取扱い１．(１

３)ａの規定に該当する銘柄 

原則として、株式交換又は株式移転がそ

の効力を生ずる日の４日前の日に上場廃止

する。 

 

 

ｄ 第２条第１８号（第２条の２第４号によ

る場合を含む。）のうち、本取扱い１．(１

０条の規定の適用を受け、当該株式に係る

株券が速やかに上場される見込みのあると

きは、原則として、株式の取得に係る株券

提出期間満了の日の３日前の日（株券提出

期間満了の日が休業日に当たる場合には、

株券提出期間満了の日の４日前の日） 

ｂ （略） 

 

４．第４条（上場廃止前の取扱い）関係 

（１） 「本所が必要であると認めた時」の取

扱い 

第２条の各号又は第２条の２の各号に該当

することとなった銘柄は、原則として｢本所が

必要であると認めた｣ものとして取り扱う。た

だし、次のａからｅまでに該当する銘柄につ

いては、当該ａからｅまでに定めるところに

従って上場廃止する。 

ａ 第２条第８号（第２条の２第４号による

場合を含む。）のうち、本取扱い１．（８）

ｂの（ａ）に規定する合併による解散の場

合に該当する銘柄 

原則として、合併に係る株券提出期間満

了の日の３日前の日（株券提出期間満了の

日が休業日に当たる場合には、株券提出期

間満了の日の４日前の日）に上場廃止する。

ｂ （略） 

ｃ 第２条第１５号（第２条の２第４号によ

る場合を含む。）のうち、本取扱い１．(１

３)ａの規定に該当する銘柄 

原則として、株式交換又は株式移転に係

る株券提出期間満了の日の３日前の日（株

券提出期間満了の日が休業日に当たる場合

には、株券提出期間満了の日の４日前の日）

に上場廃止する。 

ｄ 第２条第１８号（第２条の２第４号によ

る場合を含む。）のうち、本取扱い１．(１
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５)ａの規定に該当する銘柄 

原則として、株式の取得がその効力を生

ずる日の４日前の日に上場廃止する。 

 

 

 

ｅ （略） 

（２） （略） 

 

 

付  則 

この改正規定は、平成１８年１２月２５日から

施行する。 

 

５)ａの規定に該当する銘柄 

原則として、株式の取得に係る株券提出

期間満了の日の３日前の日（株券提出期間

満了の日が休業日に当たる場合には、株券

提出期間満了の日の４日前の日）に上場廃

止する。 

ｅ （略） 

（２） （略） 
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不動産投資信託証券に関する有価証券上場規程の特例の取扱いの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

１．定義の取扱い（不動産投資信託証券に関する

有価証券上場規程の特例（以下「不動産投信特

例」という。）第２条関係） 

（１）・（２） （略） 

 

２．上場申請の取扱い（不動産投信特例第３条関

係） 

（１）～（３） （略） 

 

３．不動産投資信託証券の上場審査基準の取扱い

（不動産投信特例第４条関係） 

（１）～（１２） （略） 

 

４．上場申請のための提出書類の公衆縦覧の取扱

い（不動産投信特例第７条関係） 

第７条に規定する本所が定める書類は、次に

掲げる書類とする。 

（１）・（２） （略） 

 

５．新不動産投資信託証券の上場等の取扱い（不

動産投信特例第８条関係） 

（１）・（２） （略） 

（３） 次のａ又はｂに掲げる投資証券の上場

日は、当該ａ又はｂに定める日とする。ただ

し、上場申請の時期等により当該日に上場す

ることが不可能又は困難であるときは、この

限りでない。 

（ａに定める投資証券については、前（２）

の規定は適用しない。） 

ａ 上場投資法人（上場投資証券の発行者で

ある投資法人をいう。以下同じ。）が他の

上場投資法人を吸収合併することにより発

行する投資証券 

１．定義の取扱い（不動産投資信託証券に関する

有価証券上場規程の特例（以下「不動産投信特

例」という。）第２条）関係 

（１）・（２） （略） 

 

２．上場申請の取扱い（不動産投信特例第３条）

関係 

（１）～（３） （略） 

 

３．不動産投資信託証券の上場審査基準の取扱い

（不動産投信特例第４条）関係 

（１）～（１２） （略） 

 

４．上場申請のための提出書類の公衆縦覧の取扱

い（不動産投信特例第７条）関係 

第７条に規定する本所が定める書類は、次に

掲げる書類とする。 

（１）・（２） （略） 

 

５．新不動産投資信託証券の上場等の取扱い（不

動産投信特例第８条）関係 

（１）・（２） （略） 

（３） 次のａ又はｂに掲げる投資証券の上場

日は、当該ａ又はｂに定める日とする。ただ

し、上場申請の時期等により当該日に上場す

ることが不可能又は困難であるときは、この

限りでない。 

（ａに定める投資証券については、前（２）

の規定は適用しない。） 

ａ 上場投資法人（上場投資証券の発行者で

ある投資法人をいう。以下同じ。）が他の

上場投資法人を吸収合併することにより発

行する投資証券 
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吸収合併がその効力を生ずる日 

ｂ 第４条第２項各号の規定により上場され

る投資証券 

吸収合併又は新設合併がその効力を生ず

る日 

 

 

 

 

 

６．上場不動産投資信託証券に係る適時開示等の

取扱い（不動産投信特例第９条関係） 

（１）～（６） （略） 

（７） 第５項に規定する「上場有価証券の発

行者の会社情報の適時開示等に関する規則に

定めるところに準じる」とは、原則として、

同規則第２条の２から第３条まで、第４条か

ら第４条の３まで、第６条、第８条、第１０

条の２、第１１条の２、第１２条から第１６

条までに定めるところに準じることをいうも

のとする。 

 

７．決定事項等に係る通知及び書類の提出等の取

扱い（不動産投信特例第１１条関係） 

（１）～（８） （略） 

 

８．不動産投資信託証券の上場廃止基準の取扱い

（不動産投信特例第１２条関係） 

（１）～（１０） （略） 

（１０）の２ 第２項第１０号に規定する「上

場契約について重大な違反を行った場合」に

は、次に掲げる場合を含むものとする。 

ａ 上場不動産投資信託証券の発行者等が、

第９条第５項の規定に基づき上場有価証券

の発行者の会社情報の適時開示等に関する

規則第１４条第３項（同規則第１４条の２

合併期日 

ｂ 第４条第２項各号の規定により上場され

る投資証券 

前ａに定める日。ただし、新設合併の場

合において、合併期日から起算して４日目

（休業日を除外する。）の日以後に合併の

登記を行う場合は、合併登記日の２日前（休

業日を除外する。以下日数計算について同

じ。）の日 

 

６．上場不動産投資信託証券に係る適時開示等の

取扱い（不動産投信特例第９条）関係 

（１）～（６） （略） 

（７） 第５項に規定する「上場有価証券の発

行者の会社情報の適時開示等に関する規則に

定めるところに準じる」とは、原則として、

同規則第２条の２から第３条まで、第４条か

ら第４条の３まで、第６条、第８条、第１０

条の２、第１１条の２、第１２条、第１３条、

第１４条及び第１５条に定めるところに準じ

ることをいうものとする。 

 

７．決定事項等に係る通知及び書類の提出等の取

扱い（不動産投信特例第１１条）関係 

（１）～（８） （略） 

 

８．不動産投資信託証券の上場廃止基準の取扱い

（不動産投信特例第１２条）関係 

（１）～（１０） （略） 

（１０）の２ 第２項第１０号に規定する「上

場契約について重大な違反を行った場合」に

は、次に掲げる場合を含むものとする。 

ａ 上場不動産投資信託証券の発行者等が、

第９条第５項の規定に基づき上場有価証券

の発行者の会社情報の適時開示等に関する

規則第１４条第３項に準じて行う報告書の
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第７項で準用する場合を含む。）に準じて

行う改善報告書の提出又は第１０条第２項

に規定する書面の提出を速やかに行わない

場合において、本所が相当の期間を設けて

新たに提出期限を定め、次に掲げる事項を

書面により当該発行者等に対して通知した

にもかかわらず、なお当該同意する旨の書

面又は当該改善報告書を当該提出期限まで

に提出しないとき。 

（ａ） 上場有価証券の発行者の会社情報

の適時開示等に関する規則第１４条第３

項（同規則第１４条の２第７項で準用す

る場合を含む。）に規定する改善報告書

に準じた改善報告書の提出又は第１０条

第２項に規定する書面の提出を行わない

場合には、第１０号に該当することとな

ること。 

（ｂ）・（ｃ） （略） 

ｂ 本所が、第９条第５項の規定に基づき上

場有価証券の発行者の会社情報の適時開示

等に関する規則第１４条第１項又は同規則

第１４条の２第６項に準じて上場不動産投

資信託証券の発行者に対して改善報告書の

提出を求めることが必要と認めた場合で、

当該者が過去５年以内に同項に規定する改

善報告書に準じた改善報告書を２回提出し

ているとき。 

ｃ 本所が、第９条第５項の規定に基づき上

場有価証券の発行者の会社情報の適時開示

等に関する規則第１４条第１項又は同規則

第１４条の２第６項に準じて上場不動産投

資信託証券に係る発行者等のうち発行者以

外の者に対して改善報告書の提出を求める

ことが必要と認めた場合で、当該者が過去

５年以内に同項に規定する改善報告書に準

じた改善報告書を２回提出しているとき。

提出又は第１０条第２項に規定する書面の

提出を速やかに行わない場合において、本

所が相当の期間を設けて新たに提出期限を

定め、次に掲げる事項を書面により当該発

行者等に対して通知したにもかかわらず、

なお当該同意する旨の書面又は当該報告書

を当該提出期限までに提出しないとき。 

 

 

（ａ） 上場有価証券の発行者の会社情報

の適時開示等に関する規則第１４条第３

項に規定する報告書に準じた報告書の提

出又は第１０条第２項に規定する書面の

提出を行わない場合には、第１０号に該

当することとなること。 

 

 

（ｂ）・（ｃ） （略） 

ｂ 本所が、第９条第５項の規定に基づき上

場有価証券の発行者の会社情報の適時開示

等に関する規則第１４条第１項に準じて上

場不動産投資信託証券の発行者に対して報

告書の提出を求めることが必要と認めた場

合で、当該者が過去５年以内に同項に規定

する報告書に準じた報告書を２回提出して

いるとき。 

 

ｃ 本所が、第９条第５項の規定に基づき上

場有価証券の発行者の会社情報の適時開示

等に関する規則第１４条第１項に準じて上

場不動産投資信託証券に係る発行者等のう

ち発行者以外の者に対して報告書の提出を

求めることが必要と認めた場合で、当該者

が過去５年以内に同項に規定する報告書に

準じた報告書を２回提出しているとき。 
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ｄ ａ、ｂ又は前ｃのほか、本所が、第９条

第５項の規定に基づき上場有価証券の発行

者の会社情報の適時開示等に関する規則第

１４条第１項又は同規則第１４条の２第６

項に準じて改善報告書の提出を求めたにも

かかわらず、不動産投資信託証券に関する

情報の開示の状況が改善される見込みがな

いと認める場合 

（１１）～（１５） （略） 

 

９．上場廃止前の取扱い（不動産投信特例第１３

条関係） 

（１）・（２） （略） 

 

１０．上場手数料及び年賦課金の取扱い（不動産

投信特例第１４条関係） 

上場手数料及び年賦課金は、次の各号に定め

るところによるものとする。この場合において、

３．（１）の規定はこの１０．に規定する「純

資産総額」の算定において使用する各資産の額

について、３．（８）の規定はこの１０．に規

定する「純資産総額」について、それぞれ準用

する。 

（１）～（４） （略） 

 

１１．有価証券上場規程の読替えの取扱い（不動

産投信特例第１５条関係） 

第１５条の規定により不動産投資信託証券に

ついて読み替えて適用する有価証券上場規程第

６条に規定する「本所が定める金額」は、有価

証券上場規程に関する取扱要領１１．（１）に

かかわらず、１００万円とする。 

 

 

付  則 

この改正規定は、平成１８年１２月２５日から

ｄ ａ、ｂ又は前ｃのほか、本所が、第９条

第５項の規定に基づき上場有価証券の発行

者の会社情報の適時開示等に関する規則第

１４条第１項に準じて報告書の提出を求め

たにもかかわらず、不動産投資信託証券に

関する情報の開示の状況が改善される見込

みがないと認める場合 

 

（１１）～（１５） （略） 

 

９．上場廃止前の取扱い（不動産投信特例第１３

条）関係 

（１）・（２） （略） 

 

１０．上場手数料及び年賦課金の取扱い（不動産

投信特例第１４条）関係 

上場手数料及び年賦課金は、次の各号に定め

るところによるものとする。この場合において、

３．（１）の規定はこの１０．に規定する「純

資産総額」の算定において使用する各資産の額

について、３．（８）の規定はこの１０．に規

定する「純資産総額」について、それぞれ準用

する。 

（１）～（４） （略） 

 

１１．有価証券上場規程の読替えの取扱い（不動

産投信特例第１５条）関係 

第１５条の規定により不動産投資信託証券に

ついて読み替えて適用する有価証券上場規程第

６条に規定する「本所が定める金額」は、有価

証券上場規程に関する取扱要領１１．（１）に

かかわらず、１００万円とする。 
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施行する。 
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日経３００株価指数連動型上場投資信託受益証券に関する有価証券上場規程、 

業務規程及び信用取引・貸借取引規程の特例の施行規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（投資信託委託業者が行う適時開示等に関する事

項） 

第６条 （略） 

２～８ （略） 

９ 受益証券特例第６条第３項に規定する上場有

価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関す

る規則に定めるところに準じるとは、原則とし

て、同規則第２条の２から第４条の２まで、第

８条（有価証券の作成に係る部分に限る。）、

第１１条の２、第１４条から第１６条に定める

ところによることをいうものとする。 

 

 

付  則 

この改正規定は、平成１８年１２月２５日から

施行する。 

 

（投資信託委託業者が行う適時開示等に関する事

項） 

第６条 （略） 

２～８ （略） 

９ 受益証券特例第６条第３項に規定する上場有

価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関す

る規則に定めるところに準じるとは、原則とし

て、同規則第２条の２から第４条の２まで、第

８条（有価証券の作成に係る部分に限る。）、

第１１条の２、第１４条及び第１５条に定める

ところによることをいうものとする。 
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債券に関する有価証券上場規程の特例の取扱いの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

５．債券の上場廃止の取扱い（債券特例第７条及

び第８条関係） 

（１） （略） 

（２） 第７条又は第８条に該当することとな

った銘柄の上場廃止日は、次のとおりとする。

ａ～ｅ （略） 

ｆ 第７条第２項又は第８条第２項に該当す

ることとなった銘柄のうち、吸収分割又は新

設分割により上場銘柄に係る債務が他の会

社に承継される銘柄については、原則とし

て、吸収分割又は新設分割がその効力を生ず

る日から起算して４日前の日 

ｇ・ｈ （略） 

ｉ 社債券以外の債券の発行者の合併による

解散により第８条第１項に該当することと

なった銘柄については、原則として、吸収合

併又は新設合併がその効力を生ずる日 

 

 

付  則 

この改正規定は、平成１８年１２月２５日から

施行する。 

 

５．債券の上場廃止の取扱い（債券特例第７条及

び第８条関係） 

（１） （略） 

（２） 第７条又は第８条に該当することとな

った銘柄の上場廃止日は、次のとおりとする。

ａ～ｅ （略） 

ｆ 第７条第２項又は第８条第２項に該当す

ることとなった銘柄のうち、吸収分割又は新

設分割により上場銘柄に係る債務が他の会

社に承継される銘柄については、分割期日か

ら起算して４日前の日 

 

ｇ・ｈ （略） 

ｉ 社債券以外の債券の発行者の合併による

解散により第８条第１項に該当することと

なった銘柄については、合併期日 

 

 
 

 




